
売却・購入の申込み

インスペクション希望

インスペクション業者の
あっせん

売買契約の重要事項説明

インスペクション依頼

住宅所有者等の承諾
（住宅所有者・住宅居住者・管理組合等）

立ち会い
（宅建業者・居住者等）

建物状況調査の結果の概要の提出

インスペクション結果を説明

建物状況調査の結果の
概要を売主・買主が相互に
確認した後に書面で交付

立ち会い
（宅建業者・居住者等）

調査実施

インスペクション業務の
重要事項説明実施

調査結果報告書および
建物状況調査の結果の
概要の作成

宅建業者が調査事業者の紹介を
できるかできないかを示す
※あっせん（紹介）することを
義務付けているものではありません

宅建業者が仲介の対象住宅に建物状況
調査が行われているかいないかを
説明する。行われている場合は結果の
概要を説明する


